
利府町教育委員会事務事業

点 検 ・ 評 価 報 告 書

（平成２５年度事業）

平成２６年９月

利 府 町 教 育 委 員 会



― 目    次 ―

Ⅰ 点検・評価の概要

１ 目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １

２ 実施方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １

３ 有識者の知見の活用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １

Ⅱ 教育委員会

１ 教育委員 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２

２ 教育委員会の開催状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２

Ⅲ 教育基本方針

利府町教育基本方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４

   

Ⅳ 教育施策の基本方向 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５

Ⅴ 教育行政の点検・評価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６

Ⅵ 事業の点検・評価

基本方向１「学ぶ力と自立する力の育成」

（１）小・中学校を通じた「利府町志教育」の充実・・・・・・・・・・ ７

  （２）基礎的な学力の定着と活用する力の伸長・・・・・・・・・・・・ ８

   （３）幼児教育の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９

   （４）利府町を愛し、社会の変化に対応できる学習の展開・・・・・・・１０

   

基本方向２「豊かな人間性や社会性、健やかな体の育成」

   （１）食育を通した健康教育の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・１１

   （２）健康な体づくりと体力・運動能力の向上・・・・・・・・・・・・１２

   （３）災害に積極的に向き合う防災教育の推進・・・・・・・・・・・・１３



   基本方向３「教育的支援を要する子どもへの支援の充実」

   （１）学校不適応への支援対策強化・・・・・・・・・・・・・・・・・１４

   （２）特別支援教育の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５

   （３）子どもたちの心のケアの充実・・・・・・・・・・・・・・・・・１６

   

基本方向４「信頼され魅力ある教育環境づくり」

   （１）教育者として自らを高める研修の充実・・・・・・・・・・・・・１７

   （２）開かれた学校づくりの推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８

   （３）ゆとりと潤いのある教育環境の整備・・・・・・・・・・・・・・１９

   基本方向５「学校・家庭・地域が協働で子どもを育てる環境づくり」

   （１）家庭教育への支援と連携の推進・・・・・・・・・・・・・・・・２０

   （２）地域総ぐるみによる学校支援の推進・・・・・・・・・・・・・・２１

   （３）子どもたちの多様な体験活動の推進・・・・・・・・・・・・・・２２

   基本方向６「生涯にわたる学習・文化・スポーツ活動の推進」

   （１）地域をつくる生涯学習の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・２３

   （２）個性のある芸術・文化活動の推進・・・・・・・・・・・・・・・２４

   （３）図書館機能の充実と読書活動の推進・・・・・・・・・・・・・・２５

   （４）町民の健康、体力づくり活動の推進・・・・・・・・・・・・・・２６

Ⅶ 有識者意見書

有識者意見書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７



1

Ⅰ 点検・評価の概要

１ 目的

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）の規定

に基づき、教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価を行うことによ

り、課題や取組の方向性を明らかにするとともに、効果的な教育行政の推進を図る

ものである。

また、この結果を議会に提出するとともに公表を行うことにより、町民に対する

説明責任を果たし、町民に信頼される教育行政の推進を図るものである。

２ 実施方法

（１） 利府町教育基本方針に基づく前年度の具体的施策及び主要事業を対象とし

て、年１回の点検及び評価を実施する。

（２） 点検及び評価は、前年度の事業等の実施状況を報告するとともに、課題や

今後の取組の方向性を示す。

（３） 利府町教育委員会による点検及び評価を行った後、その結果を取りまとめ

た「報告書」を利府町議会へ提出する。

また、「報告書」は公表を行う。

３ 有識者の知見の活用

点検評価は、３名の有識者の意見を聴取した上で、利府町教育委員会において点

検及び評価を実施し、報告書の作成を行う。

＊ 根拠法令

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」（昭和３１年法律第１６２号）

第２７条（一部省略）

教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況につい

て点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提

出するとともに、公表しなければならない。

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識

経験を有する者の知見の活用を図るものとする。
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Ⅱ 教育委員会

１ 教育委員                 

職  名 氏  名 委 員 任 期

委 員 長 遠 藤 和 子 平成 24 年 10 月 1日～平成 28 年 9月 30日

委員長職務代行者 加 藤 東 子 平成 23 年 1 月 1 日～平成 26年 12月 31日

委 員 高 橋   晋 平成 23 年 1 月 1 日～平成 26年 12月 31 日

委 員 石 川 一 美 平成 24 年 10 月 1日～平成 28 年 9月 30日

委員（教育長） 本 明 陽 一 平成 23 年 10 月 1日～平成 27 年 9月 30日

２ 教育委員会の開催状況

４月定例会 （平成２５年４月２６日（金））

・利府町学校評議員の委嘱について

・土曜日における子どもの居場所づくり事業活動コーディネーターの委嘱について

５月定例会 （平成２５年５月２７日（月））

・利府町社会教育委員の委嘱について

  ６月定例会 （平成２５年６月２６日（水））

   ・利府町青少年育成推進指導員の委嘱について

   ・利府町教育委員会職員の人事について

  ７月定例会 （平成２５年７月２６日（金））

   ・平成２６年度使用教科用図書の採択について

８月定例会 （平成２５年８月２８日（水））

   ・利府町教育委員会事務事業点検・評価報告書について

  ９月定例会 （平成２５年９月２７日（金））

   ・利府町教育委員会委員長の選挙について

  ・利府町教育委員会委員長職務代行者の指定について

１０月定例会 （平成２５年１０月２８日（月））

１１月定例会 （平成２５年１１月２７日（水））

１２月定例会 （平成２５年１２月２５日（水））

１月定例会 （平成２６年１月２４日（金））

・利府町社会教育委員に関する条例の一部を改正する条例
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２月臨時会 （平成２６年２月１９日（水））

・利府町小中学校管理職人事案について

  ２月定例会 （平成２６年２月２６日（水））

・平成２６年度利府町教育基本方針等について

３月定例会 （平成２６年３月２７日（木））

   ・利府町教育委員会非常勤職員の委嘱について

   ・利府町教育委員会職員の人事について
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Ⅲ 教育基本方針

利府町教育基本方針

  広く創造的な視野をもち、健康で豊かな心をもつ人間の育成と魅力ある

ふるさとづくりをめざして

☆ おもいやり、たくましさ、創造力を培う学校

☆ 生涯学習を支え、活力に満ちた地域社会

☆ 魅力ある地域文化の継承と創造

を重点に、町民の生涯にわたる学習の充実に努める。
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Ⅳ 教育施策の基本方向

  計画の理念として掲げた「目指す姿」と４つの「計画の目標」のもと、それらの

実現に向けて実施する「施策の基本方向」を、６つに分けて取り組んでいきます。

目指す姿         計画の目標        施策の基本方向

  

基本方向１

学ぶ力と自立する力の

育成

学校・家庭・地域

社会が一体となっ

て、生き生きと学び、

心豊かで、確かな学

力をもち創造性に富

む子どもを育んでい

ます。

そして、町民が生

きがいをもって個性

と能力が発揮でき、

新しい利府文化を育

む地域社会が形成さ

れています。

目標１

夢や希望をもち、そ

の実現に向けて自ら

考え行動し、社会を生

き抜く子どもを育む。
基本方向２

豊かな人間性や社会性、

健やかな体の育成
目標２

次代を担う社会の

一員として、地域の文

化や規範を尊重し、思

いやりに富んだ子ど

もを育む。

基本方向３

教育的支援を要する子

どもへの支援の充実

基本方向４

信頼され魅力ある教育

環境づくり

目標３

学校・家庭・地域の

教育力の充実と連携

の強化を図り、「町は

ひとつの学校｣の理念

のもと、社会全体で子

どもを守り育てる環

境をつくる。

基本方向５

学校・家庭・地域が協

働で子どもを育てる環

境づくり

基本方向６

生涯にわたる学習・文

化・スポーツ活動の推

進

目標４

生涯にわたり健康

で充実した生活がで

きる地域社会をつく

る。



(２) 社会教育委員会議の開催

＜実施状況＞

(３) 教育委員会の事務事業の点検評価の実施

　 定例的に教育委員会を開催し、各種事業の執行状況の把握に努め、教育振興基本計画の実現に向けた具体
 的な方向性を示し、適正な運営を図っていく。
　 また、社会教育事業を効果的に推進するため、社会教育委員による事業評価を取り入れながら、町民の教
 養を高める事業企画を行っていく。
　 各種事業が行われる上で、適正な運営に努められるよう、しっかりと点検を行い、有識者による評価をい
 ただき、次年度の事業運営に反映させる。

＜今後の対応＞

＜評　　価＞
（１） 教育委員会を月１回定例的に開催し、教育行政の適正な運営に努めた。
       また、利府町教育振興基本計画の実現に向けて取り組んでいる。各種主要事業の実施状況の把握や現
     場の視察等を実施し、執行状況の確認を行っている。
（２） 教育基本方針の具現化のため、実情の確認を行いながら点検作業を行い、建設的な会議の運営に努め
     ながら評価をいただいた。
（３） 前年度の各種事業について、有識者による点検及び評価をいただき、それらや反省点を踏まえて、次
     年度以降の対応方針を検討し報告書の作成を行い議会へ提出した。その後、公表を行った。

Ⅴ　＜教育行政の点検・評価＞

　開かれた教育行政の推進

(１) 教育委員会議の開催

　利府町教育基本方針に基づく事業の実施や、利府町教育振興基本計画の実現に向けて取り組む中で、教育
行政の公正かつ適正な運営実施に努めます。
　このため、定期的に会議を開催し委員の意見を踏まえ、さらなる効果的な事業の展開を図っていきます。

主要事業の評価　　　　　　　　　

　教育行政の公正かつ適正な運営

 ６







































(10)

(10)
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Ⅶ ＜有識者意見書＞

開かれた教育行政の推進

点検・評価を行い、結果を公表しながら、利府町教育振興基本計画の実現に

向けた次年度以降の取り組みに活かしていることは評価できる。

今後は、新たな教育委員会制度を確立し、さらなる開かれた教育行政を推進

するために、町部局や関係団体と積極的に連携しながら、町民の要望をより反

映させる体制づくりに取り組まれたい。

また、教育現場や地域を計画的に視察し、要望や意向を聴取するなど現状把

握に努められたい。

基本方向１ 学ぶ力と自立する力の育成

子どもたちが社会人として自立できるよう、地域や産業界と連携して発達段

階に応じた志教育が推進されることにより、明確な目的意識を持って学習に取

り組んでいる様子が見受けられる。

また、基礎的・基本的な知識や技能の習得など、意欲的に学ぶ児童生徒の育

成に主眼を置いて、スクールシップや校内研究を実践することにより着実に成

果は表れていることが伺える。

校内研究は、指導者の力量をさらに高めるとともに、専門性を確立する効果

もあり、これからも精力的に取り組まれたい。

保育所(園)・幼稚園と小学校が幼児教育の充実を目的として、各小学校にお

いて、交流会が実践されており、互いを思いやる気持ちが芽生えるなど、交流

学習の効果が見受けられる。指導者のスキルアップを目的として、関係機関と

の連絡会や研修会が行われており、互いに情報を得られることで、効果的な展

開が図られている。

郷土愛の涵養を図るために、郷土の美しさ、楽しさ、すばらしさを感じとら

せるなど、郷土の歴史に触れる学習を実施され、着実に、郷土に親しみ大切に

したいという心が培われており、これからの利府町の発展に寄与することが期

待できる。

現代は情報化社会であり、児童生徒の携帯電話などの通信機器の所有が多く

見られる。また、「ネット犯罪」により子どもが巻き込まれる事件、事故も多発

している。このような状況下、情報に関するモラル教育は大変重要であると認

識している。

学校だけではなく、保護者と協力して所有や利用状況の把握、利用のルール

確立、発達段階に応じたモラル指導計画の作成など実践に当たっていることは
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評価できる。しかし、児童生徒の状況は日々変化しているため、情報収集に努

め、随時的確な対応を取られたい。

これからも町は一つの学校の理念の下、行政、学校、地域、産業界が連携し、

子どもたち一人ひとりの志の醸成に努められたい。

基本方向２ 豊かな人間性や社会性、健やかな体の育成

栄養教諭等の食に関する指導、キャベツクラブの食文化指導など、学校給食

をとおした食育活動は活発に行われている。指導内容を各教科の学習の中でも

取り上げて広がりを持たせることで、更に効果が上がるものと考える。

プロのアスリートや地元高校生など外部指導者を招き入れ、直接指導を受け

ることで、あらためて運動の楽しみや喜びを認識し、体力向上の必要性や努力

する大切さ、あきらめない気持ちの重要性を学び、健やかな体の育成が図られ

るように努められている。

今後も、機会を捉えて積極的に外部指導者等の活用を図られたい。

防災教育では、東日本大震災を教訓に防災に関する知識の習得や災害発生時

に適正な行動が行えるように防災訓練が行われており、ただ避難をするのでは

なく、情報に耳を傾ける訓練、指示に従い素早く行動する訓練、自分で判断し

行動する訓練など工夫がなされながら実施されており評価できる。

引き続き、東日本大震災の教訓を風化させないよう、工夫を施しながらより

一層の防災教育を行い危機管理能力の向上に取り組まれたい。

基本方向３ 教育的な支援を要する子どもへの支援の充実

学校不適応児童生徒の「困っていること」を把握するため校内の相談体制を

充実させると共に、関係機関との連携を図るなど、支援体制の充実に努めてい

ることを評価する。家庭の問題等による学校不適応児童生徒も見られるような

ので、保護者への福祉や医療面での支援体制の強化なども今後の課題と思われ

る。

障害のある子どもにとって、「自立と社会参加」は大きな課題であり目標であ

る。教育委員会と学校が一体となり、保護者の願いや子ども一人ひとりの教育

的ニーズに応じた就学指導・支援体制の充実及び教育環境の整備に努めている

ことは評価する。さらなる人的支援が必要であるが、財政面での課題が考えら

れる。

震災で被災した本町の児童生徒は少ないが、他市町村からの転入生も多いよ

うなので、今後も継続して、学校・教育委員会の配慮・支援をお願いする。

学校ごとに、いじめ等に対する相談体制や防止策の強化に努力しているが、
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今後も「小さないじめも見逃さない・許さない」という職員体制づくりに努め

てほしい。

虐待等の心のケアが必要な児童生徒への相談・支援体制の強化は、今日的な

大きな課題である。虐待等については、福祉・医療機関等の支援が必要な家庭

も見られるので、さらなる相談・支援体制の強化が望まれる。

基本方向４ 信頼される魅力ある教育環境づくり

教員の指導力向上を図るため、基礎的・基本的な知識や技能を身に付けさせ

ることに主眼を置いた校内研究事業の実施や指導主事による指導助言、スクー

ルシップによる授業研究は、スキルアップや自信に繋がる有効な取り組みと考

えられる。

今後も、研究事業の重点項目を明確にし、指導力向上に努められたい。

開かれた学校づくりの推進として、各学校とも従来の「学校だより」のほか

にホームページやメールによる情報の提供が行われており、継続し更なる内容

の充実に努められたい。

学校運営の点検や評価、そして改善を行うために、学校評議員制度を活用し

取り組まれていることは、信頼される教育環境づくりに繋がり評価できる。

浮き彫りになった、課題を一つひとつ解決し、子どもたちが健やかに過ごせ

る学校づくりに努められたい。

日頃より、学校との連絡調整を行い、学校環境の状況把握に努められている

ことや、環境教育の教材及び大規模災害発生時への備えとして、太陽光発電設

備の設置に取り組んでいることは評価する。

今後とも、児童生徒が安全で快適な学校生活を送り、さらなる魅力ある教育

環境を目指すために、継続して日常的に施設及び設備等の保守・点検並びに維

持管理に努められ、太陽光発電設備においては計画どおりに進められたい。

また、児童生徒数の増加や建築年数の経過による新築・改築計画を考慮しな

がら、各学校とも修繕が必要な箇所が多く見られるようであるため、学校から

の要望を最大限に考慮しながら修繕計画を作成され、計画的且つ効果的な修繕

が必要と思われる。

東日本大震災の影響により経済的困窮者がおられることから、就学支援であ

る、学校徴収金支援事業及び入学支援事業を継続的に実施されたい。

基本方向５ 学校・家庭・地域が協働で子どもを育てる環境づくり

ＰＴＡと連携した家庭教育学級の開催や視察研修なども行われ、地域全体で家庭

教育と子育てを支える環境づくりに役立てられている。
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今後は、より活動するテーマを明確にして参加者数の増加を図られたい。

「町はひとつの学校」の理念のもとに、地域と学校が連携した十符っ子ブラ

ザーシップによる「第３回十符っ子の日」については、子どもたちの主体的な

活動や志を発表する機会であることから極めて有意義な事業であり、今後も幹

事会や全体会をとおし、実効性の高い事業となるよう努められたい。

公民館教室は誰もが気軽に生涯学習に親しめる教室として、内容も充実しており

一定の成果は見られるが、地域住民の学習意欲の多様化・高度化に応えるため、出

前講座の開催や広報紙による情報発信など、一層のＰＲを図るべきと考える。

基本方向６ 生涯にわたる学習・文化・スポーツ活動の推進

文化祭や河北美術展、スクールバンドフェスティバル等の主要な事業では魅力あ

る事業が展開され、創意工夫して企画された町民ギャラリーを継続するなど、町民

が文化芸術に触れる機会を創出したことは大いに評価したい。

今後も文化芸術団体と連携しながら、一層の芸術文化事業の充実に期待する。

文化財保護事業に関しては、本町の史跡、歴史遺産などについて企画展や町

民ギャラリー、春日ＰＡなどで積極的にＰＲに努められていることについて評

価したい。

春日ＰＡの文化財展示室を有効に活用しながら、史跡、歴史遺産など、今後、

さらなるＰＲに努められたい。また、町内史跡等、歴史遺産に関する案内板に

ついて、計画的な更新に努められたい。

図書館事業については、高齢者向けのおはなし会の開催や「図書館だより」

の創刊など、事業の拡大を図り、親しまれる町の図書館としての業務がなされ

ている。町民の利用しやすい環境づくりや利用促進を図るため引き続きサービ

スの向上やＰＲに努めてほしい。

新図書館建設については、町の政策部局と連携し文化複合施設として基本構

想・基本計画が策定された。本町にとって望ましい図書館が建設できるように

努力されたい。

スポーツ事業については、少子・高齢化社会が急速に進んでいる現在、健康

であることの重要性が高まっていることから、町民の健康増進や体力向上のた

めのスポーツイベントの開催は、とても有意義であり、より一層の事業拡充を

望んでいる。

また、屋内温水プールの災害復旧工事が完了し、前年度から再開したことは

評価したい。

スポーツ施設のさらなる拡充を望む。
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